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会 議 録 

新庄市教育委員会 

 

   午後 2時 00分より、教育長のあいさつで、3月定例教育委員会を開会する。 

 

 1. 開会 

   津田浩教育長のあいさつで開会する。 

 

 2. 会期決定 

   会期を 3月 25日、1日とする。 

 

 3. 会議録署名委員指名 

   新庄市教育委員会会議規則第 19 条第 2 項の規定に基づき、教育長が奥山京子委員と小野智絵委

員を指名する。 

 

 4. 前回会議録の承認 

   令和 8年 2月定例教育委員会の会議録が承認される。 

 

 5. 教育長報告 

  （１）令和 8年 3月市議会定例会における教育関係一般質問の概要について 

 

（教育長）それでは「令和 8年 3月市議会定例会における教育関係一般質問の概要について」説明させ

ていただきます。はじめに、田中功議員から不登校関係で質問がありました。質問に対しまして「現

状として、中学校では微増傾向、小学校では増加傾向が見受けられる。原因はなかなか特定できる

ものではないが、様々な状況に応じて福祉や関係機関等と連携しながら適切な支援につなげられる

ように努めている」と申し述べたところであります。そして、保護者対応に関しまして、「保護者

の困り感によって、学校の教職員だけなく、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、

市の教育相談室など専門的な立場からも支援していただくようにしている」と言ったところであり

ました。それから、子どもの居場所づくりについて「シャイニング教室を市として実施しており、

また、様々な民間団体が居場所づくりに協力してくださっている。その連携を深めるために、代表

者に集まっていただき会議を開くなど、できるだけ子ども達に寄り添える環境づくりを整えてい

る」といった答弁をしたところでありました。次に、坂本健太郎議員から、今回私が前教育長の残
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任期である 2年を満了して新たな任期を迎えるにあたり議会の承認を受けたこともあり、この 2年

間の総括的な意味の質問がありました。教育長としてどんな課題を感じているかということに関し

て、大きく 2つ述べたところです。1つは学びに対する意欲を上手に喚起することができていない

ということです。これは本市に限った話ではなく、山形県全体の課題でもあるなと思っているので

すが、スポーツや文化活動、読書、あらゆる面において能動的な行動が非常に少ないというところ

に大きな課題があると感じています。例えば、高校の倍率を見ましても、県内全体を通じて非常に

低いように思います。高校進学というのがハードルになっていない、学習を喚起する目的になって

いないのです。選ばなければどこでも入れるという意味では、大学進学に関しても同様に言えます。

そういったところで、テストがあるから、受験があるからということがモチベーションに繋がらな

いのです。それではどうやって学ぶことに対する意欲を喚起していけば良いのかというと、学びは

いつどういう立場になっても必要で、私が昨年度の 4月に教育長に着任することになる暁には、教

育基本法、学校教育法など、読んでも理解できるものばかりではありませんが、法令を一生懸命読

みました。学ばないで職に当たれないだろうということを考えておりまして、やはり何をするにも

学びが重要だということをどうやって子ども達に伝えたら良いのかということを非常に歯がゆく

思っています。それから、様々な変化に対して対応が遅れがちだということが 2点目の課題として

挙げられると回答しております。次に、教育行政を進めるにあたってどんなことを大切にしてきた

かということに関して、「国家百年の計は教育にあり」という大前提のもと、「教育は人なり」とい

うことを大切に考えてまいりました。子ども達は、この人の言うことは聞くものの、違う人の言う

ことは聞かないということがよくあるように思います。言うことを聞いてもらえる人は何を持って

いるのかというと、やはり子ども達が一目置くような資質を持っているのだと思います。ただ、そ

れも毎日一緒に過ごすとなるとなかなか難しいということもあるのかもしれません。しかし、我々

教育委員会が直接管理監督しているのは教職員だけですので、子ども達と直接当たる教職員の資質

の向上というところと、地域の方がうまく関わってくれるような仕掛けづくりをしていきながら子

ども達に影響を与え、それが学ぶということに繋がってくれれば良いなと思い、そのようなことを

話しました。教科書の勉強だけが学びではなく、色々なことが必要だと思いますので、そういうと

ころを大事にしていきたいということを追加の質問で答えたところでありました。次に、地域と学

校の協働活動についての課題や今後の方針に関する質問をいただき、成果は上がってきているもの

の、学校運営協議会と地域学校協働活動推進員の会議がそれぞれあるので、そこが一緒になって機

能していくような仕掛けづくりがこれからますます必要になっていくのだろうというところと、こ

の動きと時を同じくして進んでいる教職員の働き方改革という点について、本来教員がすべきとこ

ろを地域の人に押し付けるというような地域学校協働活動ではまずいだろうという話をしたとこ

ろでありました。この点について興味、関心が高く色々な考えをお持ちですので、少しやりとりを

したところでありました。それから、部活動の地域展開について、様々な課題があるなかで、その

課題をどのように整理していくのかという質問がございました。これもなかなか難しい話なのです

が、学校側として、土曜日曜は部活動をしないというだけの話です。受け皿という言い方をするの

で混乱が生じるところがあるのですが、土曜日曜は子ども達がやりたいことをできる環境を作りま

しょうというのが地域展開です。部活動と同じものをする必要はなく、部活動では野球をやってい

て、土曜日曜は吹奏楽をしたいとなったときに、それができるような環境がある、土曜日曜も野球

をしたいという場合にもそれができるような環境がある地域であって欲しいということが文科省

の言っているところで、新庄市も目指している方向です。しかしながら地域の方々は、部活動の延
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長として土曜日曜に活動できるところが欲しいという考え方をしている方が多いようで、その点に

関しては我々の周知不足だとつくづく感じております。このことを子ども達自身に聞いてみると、

土日まで活動をしたくないという声が実はすごく多いです。休日に活動をさせたがっているのはど

ちらかというと保護者であったりして、周知をしっかりやっていかなければいけないと思う反面、

競技スポーツ的に考えたときにこのままでは競技力は間違いなく低下していくだろうということ

も考えられます。そうなると、この地域からオリンピック選手やプロスポーツ選手はもしかしたら

出なくなってしまうかもしれません。そこの部分をどのように整理してこれから進めていくのかが

非常に大きい課題であると思っています。しかし、もともと部活動を一生懸命させたいからと遠く

の中学・高校に進学させている親御さんもいらっしゃいますし、或いは部活動には所属せず、例え

ば野球のリトルリーグやシニアリーグなど、中学校から硬式野球をさせている方もいらっしゃいま

す。そういったところで、多様化しているというところをこれからの課題として捉えていかなけれ

ばいけないなと考えており、上手に周知していかなければいけないと思っているところであります。

以上で 3月市議会定例会における教育関係一般質問の概要についての報告を終わります。 

 

6. 議事 

  議案第 8号  新庄市部活動指導員設置要綱の一部改正について 

  議案第 9号  新庄市立新庄小学校運営協議会委員の選任について 

議案第 10号 新庄市立日新小学校運営協議会委員の選任について 

議案第 11号 新庄市立本合海小学校運営協議会委員の選任について 

議案第 12号 新庄市立升形小学校運営協議会委員の選任について 

議案第 13号 新庄市立新庄中学校運営協議会委員の選任について 

議案第 14号 新庄市立日新中学校運営協議会委員の選任について 

議案第 15号 新庄市立八向中学校運営協議会委員の選任について 

議案第 16号 新庄市立萩野学園運営協議会委員の選任について 

議案第 17号 新庄市生涯学習センター運営審議会委員の選任について 

議案第 18号 新庄市立図書館協議会委員の選任について 

議案第 19号 新庄市スポーツ推進委員の選任について 

議案第 20号 新庄市文化財保護審議会委員の選任について 

議案第 21号 新庄市教育委員会行政組織規則の一部改正について 

議案第 22号 新庄市体育施設等管理使用規則の一部改正について 

議案第 23号 臨時代理の承認について 

議案第 24号 新庄市教育委員会事務局職員の人事異動について 

 

（教育長）議案第 8号「新庄市部活動指導員設置要綱の一部改正について」提案をお願いします。 

 

（学校教育課長）議案第 8 号「新庄市部活動指導員設置要綱の一部改正について」ご説明いたします。

これにつきましては、部活動指導員配置に係る必要な届け出について改正するために提案するもの

でございます。これまで、部活動指導員につきましては、月次の指導計画と実績報告を別々の様式

で出していただいておりました。各学校では指導の計画と実績にずれがあったり、その整合性をつ

けるために大変苦労されている状況にございましたので、様式第 3号として、計画と実績書を 1つ
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にまとめ、変更等も分かりやすいよう改正したところでございます。また、これまで実績の報告は、

翌月 5日までとしていましたが、この改正をもちまして、最終勤務日終了後速やかにというように

変更してございます。部活動指導員の配置については各学校から要望等もございますので、各学校

でも、速やかに進められるような改正をさせていただいております。以上です。 

 

（教育長）只今の説明についてご質問、ご意見があればお願いします。特にご異議がなければ、承認を

お願いします。 

 

（委員）異議なし 

 

（教育長）議案第 8号「新庄市部活動指導員設置要綱の一部改正について」は、提案のとおり承認され

ました。 

 

（教育長）続いて、議案第 9 号から議案第 20 号ですが、社会教育課の各審議会、協議会の委員の選任

についての提案で、関連がありますので一括して提案説明をお願いします。 

 

（社会教育課長）議案第 9 号から議案第 20 号について、一括してご説明申し上げます。初めに、議案

第 9 号「新庄市立新庄小学校運営協議会委員の選任について」から議案第 16 号「新庄市立萩野学

園運営協議会委員の選任について」の 8議案でございますが、新庄市立学校運営協議会規則第 6条

第 1項の規定に基づき、明倫学園以外の市内小中義務教育学校につきまして、運営協議会委員の任

期満了に伴い選任するものでございます。新庄小学校につきましては 10 名、日新小学校は 12 名、

本合海小学校は 6名、升形小学校は 4名、新庄中学校は 10名、日新中学校は 9名、八向中学校は 6

名、萩野学園は 11名となります。なお、升形小学校と萩野学園につきましては、PTA会長など 4月

の総会で決定される方がいらっしゃいますので、次回以降の定例教育委員会に諮らせていただきま

す。任期につきましては、新庄小学校、本合海小学校、升形小学校、新庄中学校、八向中学校は令

和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日まで、その他の学校につきましては令和 8 年 4 月 1 日から

令和 10年 3月 31日までとなります。八向 3校の新庄学区への統合にあわせまして、統合後に改め

て委員の方を選任するために、任期の期間を 1 年に短縮してございます。次に、議案第 17 号「新

庄市生涯学習センター運営審議会委員の選任について」でございますが、新庄市生涯学習センター

設置及び管理に関する条例第 4条の規定に基づき、亀井博人さんを欠員が生じたため補充するもの

であります。任期は令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月 31日までとなります。次に、議案第 18号

「新庄市立図書館協議会委員の選任について」でございます。新庄市立図書館条例第 9条の規定に

基づき、三浦和枝さん他 3 名を、任期満了に伴い選任するものであります。任期は令和 8 年 4 月 1

日から令和 10 年 3 月 31 日までとなります。次に、議案第 19 号「新庄市スポーツ推進委員の選任

について」でございますが、新庄市スポーツ推進委員規則第 4条の規定に基づき、高橋欣也さん他

14名を任期満了に伴い選任するものです。任期は令和 8年 4月 1日から令和 10年 3月 31日までと

なります。次に、議案第 20 号「新庄市文化財保護審議会委員の選任について」でございますが、

新庄市文化財保護審議会条例第 2条の規定に基づき、奥山亀雄さん他 8名を任期満了に伴い選任す

るものであります。任期は令和 8年 4月 1日から令和 10年 3月 31日までとなります。以上、ご承

認のほどよろしくお願いします。 
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（教育長）只今の説明についてご質問、ご意見があればお願いします。特にご異議がなければ、承認を

お願いします。 

 

（委員）異議なし 

 

（教育長）議案第 9号「新庄市立新庄小学校運営協議会委員の選任について」、議案第 10号「新庄市立

日新小学校運営協議会委員の選任について」、議案第 11号「新庄市立本合海小学校運営協議会委員

の選任について」、議案第 12 号「新庄市立升形小学校運営協議会委員の選任について」、議案第 13

号「新庄市立新庄中学校運営協議会委員の選任について」、議案第 14号「新庄市日新中学校運営協

議会委員の選任について」、議案第 15 号「新庄市立八向中学校運営協議会委員の選任について」、

議案第 16 号「新庄市立萩野学園運営協議会委員の選任について」、議案第 17 号「新庄市生涯学習

センター運営協議会委員の選任について」、議案第 18号「新庄市立図書館協議会委員の選任につい

て」、議案第 19号「新庄市スポーツ推進委員の選任について」、議案第 20号「新庄市文化財保護審

議会委員の選任について」は、提案のとおり承認されました。 

 

（教育長）次に、議案第 21 号「新庄市教育委員会行政組織規則の一部改正について」提案をお願いし

ます。 

 

（教育次長兼教育総務課長）私の方から説明させていただきます。こちらについては、開府 400年記念

事業が今年度で完了したため、令和 8年 4月 1日より行政組織規則から開府 400年記念事業に係る

部分を削るということになりまして、第 5条と、別表 2中の開府 400年記念事業に関する部分を削

除するという内容になっております。以上です。 

 

（教育長）只今の説明についてご質問、ご意見があればお願いします。特にご異議がなければ、承認を

お願いします。 

 

（委員）異議なし 

 

（教育長）議案第 21 号「新庄市教育委員会行政組織規則の一部改正について」は、提案のとおり承認

されました。 

 

（教育長）次に、議案第 22 号「新庄市体育施設等管理使用規則の一部改正について」提案説明をお願

いします。 

 

（社会教育課長）議案第 22 号「新庄市体育施設等管理使用規則の一部改正について」ご説明申し上げ

ます。こちらの内容につきましては、先に体育館、武道館に設置する移動式冷房機を購入する件に

ついて、補正予算が市議会において可決し発注したところでございます。こちらの機器が先週 19

日に納品されて検収が終わり使用できる状態になりましたので、今回新たに使用料について定義づ

けするものでございます。体育館につきましては、1 台 1 時間につき 300 円、武道館につきまして
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は 1台 1時間につき 200円という設定にしてございます。こちらの金額につきましては、使えるよ

うにした機器に係る経費等を鑑み、かつ、同等の機械を導入しております他市町村の使用料を参考

にさせていただきまして設定したところです。また、武道館の温水シャワーにつきまして、現在故

障中で使用していなかったため、使用料を記載しておりませんでしたが、令和 8年 8月の大相撲に

合わせて機械設備を修繕することとなりましたので、今回料金設定を行うところでございます。1

人 1回につき 100円という料金設定でございます。こちらの金額につきましては、現在野球場にあ

る温水シャワーの料金と同様の金額にしたところでございます。以上、よろしくお願いします。 

 

（教育長）只今の説明についてご質問、ご意見があればお願いします。特にご異議がなければ、承認を

お願いします。 

 

（委員）異議なし 

 

（教育長）議案第 22 号「新庄市体育施設等管理使用規則の一部改正について」は、原案のとおり承認

されました。 

 

（教育長）次に、議案第 23号「臨時代理の承認について」提案説明をお願いします。 

 

（教育次長兼教育総務課長）今回臨時代理したものについては、新庄市学校配置適正化検討委員会への

諮問でございます。こちらは 3 月 10 日に第 1 回新庄市学校配置適正化検討委員会を開催する必要

があり、教育委員会を招集するいとまがなかったため、臨時代理とさせていただきました。新庄市

学校配置適正化検討委員会への諮問内容につきまして、「新庄市立小、中、義務教育学校の規模及

び配置の適正化に関する基本的な考え方に関すること」、「新庄市立小、中、義務教育学校の規模及

び配置の適正化のための具体的施策に関すること」としており、この内容について委員会で検討し

ていただき、教育委員会に提案していただくということにしております。よろしくお願いします。 

 

（教育長）只今の説明についてご質問、ご意見があればお願いします。特にご異議がなければ、承認を

お願いします。 

 

（委員）異議なし 

 

（教育長）議案第 23号「臨時代理の承認について」は、提案のとおり承認されました。 

 

（教育長）次に、議案第 24 号「新庄市教育委員会事務局職員の人事異動について」提案をお願いしま

す。 

 

（教育次長兼教育総務課長）はじめに、資料の修正をお願いします。資料の中ほど、係長主査職の 3人

目、学校教育課主査小田切の切の字が間違っておりました。木辺に同と書く桐の字ですので、よろ

しくお願いします。先ほど教育長の方からもありましたように、本日市職員の人事異動の内示がご

ざいました。その内容について、皆様にお知らせする内容となっております。課長職について、3



 

- 7 - 

人のうち 2人が変わることになりまして、それぞれ色々な課に異動するという内容になっておりま

す。また、新規採用職員のうち 1名が社会教育課に配属されることになりました。このような異動

になりましたので、来年度この体制で教育委員会の事務について執行してまいりたいと思いますの

で、よろしくお願い申し上げます。 

 

（教育長）令和 7年度の途中で退職した方が 1名いた分、転出と転入の数が合わない形になっておりま

す。只今の説明についてご質問、ご意見があればお願いします。特にご異議がなければ、承認をお

願いします。 

 

（委員）異議なし 

 

（教育長）議案第 24 号「新庄市教育委員会事務局職員の人事異動について」は提案のとおり承認され

ました。 

   

7. その他 

   なし 

 

 8. 閉会 

   午後 2時 40分、3月の定例教育委員会を閉会する。 

   4月定例教育委員会を、4月 24日（金）午後 2時 00分より市役所 301・302会議室で開催するこ

とを確認した。 

 

 

 

 

 


